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１　はじめに　  

 

　平成２７年９月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第

６４号。以下「女性活躍推進法」という。）」が成立し、国や地方公共団体は「特定事業主」

として職場内における女性の一層の活躍を推進するため、特定事業主行動計画を策定するこ

とが義務づけられました。 

　本市においても、女性活躍推進法第１９条に基づき、平成２８年４月から令和３年３月ま

での５年間を第１期、令和３年４月から令和８年３月までを第２期とした「八女市における

女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定し、取組を進めてきました。 

　第２期の計画期間満了に伴い、その成果と課題を検証するとともに、令和８年４月からの

５年間を計画期間と定めた第３期計画を策定し、女性職員の活躍推進に向けた職場環境づく

りや人材育成に組織全体で継続して取組を進めていきます。 

 

２　計画期間　  

　　 

本計画の期間は、女性活躍推進法が令和１７年度までの時限立法であることから、その

前半である令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

ただし、計画の進捗状況や社会情勢の変化により、計画期間中であっても必要に応じて

見直し等を図ります。 

 

３　女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等　  

 

　　本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、人事課を主として本計

画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等に

ついて関係各課と協議を行うものとします。 

 

４　女性職員の活躍の推進に関する目標達成状況と課題　  

 

　　第２期計画において、計画の達成状況を客観的に判断するため、数値目標を設定し、女

性活躍推進に対する各種取組を推進してきました。第３期計画を策定するに当たり、第２

期計画の目標達成状況を確認し、第３期計画策定の基礎資料とします。 

 

（１）女性職員の採用、登用　　 

一般事務の受験者数に占める女性の割合については、毎年、数値目標の５０％を下回っ

ている状況ですが、平成２８年度から令和２年度までの５年間の平均が３０％台だったの
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が、令和３年度から令和７年度までの５年間の平均が４０％台に増加しています。 

【資料１】 

また、一般事務の採用した職員に占める女性職員の割合については、令和６年度は女性

職員が６０％を占めています。なお、第２期計画期間中の採用職員累計における女性職員

の割合は、５４.３％でした。【資料２】 

これらの結果を踏まえ、採用段階においては、一定程度、女性職員の人材が確保されて

いる状況にあると考えられます。 

女性職員の登用については、管理職に占める女性職員の割合の数値目標を２０％以上と

しており、令和６年度及び令和７年度は目標を達成しています。【資料３】 

管理職への登用のための職務経験の機会を付与する取組として、ライン職（課長補佐・

係長）に占める女性職員の割合も第１期平均２０．４％から第２期平均２８．９％と増加

傾向にあります。【資料４】、【資料５】 

女性職員が管理職や役職者となり、より一層活躍できるよう人材育成のための施策や環

境整備に取り組む必要があります。 

 

【資料１】一般事務受験申込者に占める女性割合（目標５０％以上） 

 

【資料２】一般事務採用者に占める女性割合 

　※翌年度４月１日付け採用者数 

 

【資料３】管理職（部課長級）に占める女性職員の割合（目標２０％以上） 

 

 R3 R4 R5 R6 R7

 女性（人） 111 113 95 50 114

 全体（人） 281 260 192 128 271

 女性割合（％） 39.5 43.5 49.5 39.1 42.1

 R3 R4 R5 R6 R7

 女性（人） 7 10 9 9 9

 全体（人） 16 17 17 15 16

 女性割合（％） 43.8 58.8 52.9 60 56.3

 R3 R4 R5 R6 R7

 女性（人） 6 6 8 12 11

 全体（人） 43 43 43 46 45

 女性割合（％） 14 14 18.6 26.1 24.4
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【資料４】係長相当職以上の女性職員の割合（参考） 

　※現業職員、保育所職員は除く。 

 

【資料５】ライン職（課長補佐・係長）に占める女性職員の割合（目標３４％以上） 

　※現業職員、保育所職員は除く。 

 

（２）仕事と家庭の両立　　 

　 第２期計画期間中の育児休業を取得した男性職員は１３人であり、平均取得割合は、

２７.１％、令和７年度には取得割合が５７．１％となり、数値目標の５％以上を大きく

上回りました。【資料６】 

また、男性職員の出産補助休暇の取得割合は、数値目標の９０％以上を達成できていま

せんが、第２期の平均で７６．６％と第１期平均を上回っています。【資料７】 

男性職員の育児参加休暇の取得割合は、増加傾向にあり、平均で４５.８％、令和６年

度には８５．７％を占めており、令和４年度以降は数値目標の２０％を達成できています。

【資料８】 

これらの休暇取得は、育児参加への第一歩であるとも考えられ、希望する男性職員が希

望どおり休暇を取得でき、育児に参加できるよう、環境整備と職員の意識啓発に取り組む

必要があります。 

 

【資料６】男性職員の育児休業の取得割合（目標５％以上） 

　※対象者は、当該年度中に新たに育児休業が取得可能となった男性職員 

 

 R3 R4 R5 R6 R7

 女性（人） 62 61 63 64 68

 全体（人） 218 210 213 214 210

 女性割合（％） 28.4 29 29.6 29.9 32.4

 R3 R4 R5 R6 R7

 女性（人） 31 31 32 35 35

 全体（人） 104 110 111 120 122

 女性割合（％） 29.8 28.2 28.8 29.2 28.7

 R3 R4 R5 R6 R7

 取得者（人） 0 1 5 3 4

 対象者（人） 13 8 13 7 7

 取得割合（％） 0 12.5 38.5 42.9 57.1
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【資料７】男性職員の出産補助休暇の取得割合（目標９０％以上） 

　※対象者は、当該年度中に新たに育児休業が取得可能となった男性職員 

 

【資料８】男性職員の育児参加休暇の取得割合（目標２０％以上） 

　※対象者は、当該年度中に新たに育児休業が取得可能となった男性職員 

 

（３）労働環境の整備　　 

　月平均で１５時間以上時間外勤務を行った職員の割合については、１５％以下とする数

値目標を毎年下回っている状況です。【資料９】 

職員一人当たりの月平均時間外勤務時間についても、８時間以下とする数値目標を毎年

下回っている状況です。【資料１０】 

職員の健康管理や効率的な業務遂行の面からも時間外勤務を恒常化させないよう、日常

的な状況把握と管理監督者からの適切な助言・指導が必要です。 

また、年次有給休暇の平均消化率については、年々増加し２５％以上にする数値目標を

上回っている状況です。【資料１１】 

年次有給休暇の有効な活用により職員の仕事と家庭の両立を図るため、引き続き計画的

な取得促進の取組が必要です。 

 

【資料９】月１５時間（年１８０時間）以上時間外勤務を行う職員の割合 

（目標１５％以下） 

　※現業職員は除く。 

 

 R3 R4 R5 R6 R7

 取得者（人） 7 7 11 6 5

 対象者（人） 13 8 13 7 7

 取得割合（％） 53.8 87.5 84.6 85.7 71.4

 R3 R4 R5 R6 R7

 取得者（人） 2 6 6 6 2

 対象者（人） 13 8 13 7 7

 取得割合（％） 15.4 75 46.2 85.7 28.6

 R3 R4 R5 R6 R7

 該当者（人） 106 106 118 129 96

 対象者（人） 462 486 480 494 494

 割合（％） 22.9 21.8 24.6 26.1 19.4
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【資料１０】職員一人当たりの月平均時間外勤務時間（目標８時間以下） 

　※現業職員は除く。 

 

【資料１１】年次有給休暇の消化率（目標２５％以上） 

　　※市長部局のみ（現業職員、保育所職員は除く。） 

 

５　女性職員の活躍の推進に向けた数値目標　  

 

　　女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以

下「内閣府令」という。）第２条に基づき、前項に記載のとおり女性職員の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し、改善すべき課題について分析を行いました。課題分析の

結果、女性職員の活躍を推進し、職員一人ひとりが能力を発揮できる活力ある職場環境を

つくるため、次のとおり目標を設定します。なお、最終目標年度は、令和１２年度としま

す。 

 

（１）女性職員の採用、登用　　　 

①　一般事務受験者に占める女性割合を、令和７年度の実績（４２％）より８ポイン

ト以上引き上げ、引き続き５０％以上とします。 

②　管理職に占める女性職員の割合を、令和７年度の実績（２４％）より６ポイント

以上引き上げ、３０％以上とします。 

③　管理職になるための必要となる職務経験の機会を付与するため、ライン職（課長

補佐・係長）に占める女性職員の割合を、令和７年度の実績（２９％）より５ポイ

ント以上引き上げ、引き続き３４％（３分の１）以上とします。 

 

（２）仕事と家庭の両立　　 

①　制度が利用可能な男性職員の育児休業を取得する割合を５０％以上とします。 

②　制度が利用可能な男性職員の出産補助休暇を取得する割合を１００％とします。 

③　制度が利用可能な男性職員の育児参加のための休暇を取得する割合を５０％以上

とします。 

 R3 R4 R5 R6 R7

 平均（時間） 9.8 10.2 10.9 11 9.5

 R3 R4 R5 R6 R7

 消化率（％） 22.6 25.4 27.2 29.5 33.1
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（３）労働環境の整備　　 

①　月に１５時間以上時間外勤務を行う職員の割合を、令和７年度の実績（１９％）

より４ポイント以上引き下げ、引き続き１５％以下とします。 

②　職員の月平均時間外勤務を、第２期の５年間の平均実績（月平均１０．３時間）

から月平均８時間以下とします。 

③　職員の年次有給休暇の消化率を、令和７年の実績（３３％）より２ポイント以上

引き上げ、３５％以上とします。 

 

６　女性職員の活躍の推進に向けた取組 　 

　 

女性職員の活躍の推進に向け、数値目標を達成するため、次に掲げる取組を実施します。 

 

 　（１）女性職員の採用、登用　　 

　　①　仕事と子育てに励む女性職員の声の紹介などにより、女性が活躍できる職場であ

ることをホームページ等に掲載します。 

②　女性職員の配置に偏りが出ないよう多様な職場に積極的に配属します。 

③　課長補佐や係長のライン職に女性職員を積極的に配置し、管理職になるための必

要な職務経験の機会を付与し、管理職の登用に繋げます。 

④　女性職員を対象とする研修や外部研修（自治大学校、市町村アカデミー等）への

派遣を行います。 

⑤　八女市人材育成計画の推進、人事評価制度の活用により職員の能力開発と人材育

成を行います。 

 

（２）仕事と家庭の両立　　 

①　管理職は、父親となる男性職員に対し、育児休業、出産補助休暇、育児参加のた

めの休暇等の活用促進に関する助言や業務上の配慮を行います。 

②　各種両立支援制度に関する情報をハンドブックにまとめ、職員に配布するととも

に、庁内ネットワーク等で制度の周知に努めます。 

③　育児休業等の取得前後において、育児休業等からの円滑な復帰に資する研修や所

属職場との連絡体制の確保等の必要な支援を行います。 

④　男性の育児休業取得の促進に向けて、管理職を対象にした意識改革や職場マネジ

メントに関する研修を実施します。 

 

（３）労働環境の整備　　 
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①　時間外勤務の縮減に向け、時差出勤の活用や毎週火曜日を定時退庁日、毎週金曜

日をノー残業デーとして設定するとともに、管理職が各職員に早期退庁を勧奨しま

す。 

②　課内会議や終礼等を通じて、日常的な業務の見直しを行い、その必要性や目的を

検証し、効果的、かつ、効率的な執行に努め、計画的な事務の推進を図ります。 

③　年次有給休暇の取得計画を定め、各職員への徹底を図ります。 

④　ワークライフバランス推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場づく

りに取り組みます。 

⑤　健全な職場環境及び良好な人間関係を維持するため、ハラスメントの防止に関す

る指針に基づいた職員の意識啓発に取り組みます。また人事課に相談窓口を設置し、

ハラスメントの解決と未然防止に努めます。


